
○奈良県警察要指導職員に関する要綱（平成15年12月25日本部訓令第21号）

［沿革］ 平成31年４月本部訓令第13号、令和２年３月第４号改正

（目的）

第１条 この要綱は、奈良県警察職員（地方警務官、会計年度任用職員、臨時的任用職

員及び条件付採用期間中の者を除く。以下「職員」という。）のうち、勤務実績が著

しく低調で指導を要する職員（以下「要指導職員」という。）に対し計画的な指導・

教養を実施し、もって当該職員の能力及び実績を向上させるとともに、公務能率の維

持・向上とその適正な運営の確保を図ることを目的とする。

（定義）

第２条 この要綱において、「要指導職員」とは、次のいずれかに該当する職員で、特

別な指導・教養を要すると認められるものをいう。

(1) 担当業務に関する基礎的知識・技能又は実務能力が不十分であるため、適切に業

務を遂行することができない者

(2) 過去３年間の勤務成績がいずれも不良である者

(3) 前２号に規定する者のほか、職員としての資質に問題があり、適切に業務を遂行

することができない者

（決定申請）

第３条 警察本部の課長、隊長、所長及び学校長並びに警察署長は、所属の職員が前条

の要指導職員に該当すると認められる場合においては、要指導職員決定・解除申請書

（別記様式第１号）により、警務部長に対し、要指導職員の決定を申請するものとす

る。

２ 前項の申請は、原則として、毎年１月15日までに行うものとする。ただし、その後

の事情変更等により、追加申請することを妨げない。

（決定申請の特例）

第４条 警務部警務課長は、前条の規定にかかわらず、職員が第２条の要指導職員に該

当すると認められる場合においては、要指導職員決定・解除申請書により、警務部長

に対し、要指導職員の決定を申請することができるものとする。

２ 前条第２項の規定は、前項の申請について準用する。

（要指導職員の決定）

第５条 警務部長は、前２条の申請に係る書類その他の資料に基づき、要指導職員を決

定するものとする。

２ 警務部長は、前項の決定をした場合は、要指導職員決定・解除通知書（別記様式第



２号）により、当該要指導職員の所属の長（以下単に「所属長」という。）に通知す

るものとする。

（指導計画の策定）

第６条 所属長は、要指導職員ごとに、要指導職員指導計画書（別記様式第３号）によ

り、その能力及び実績の向上を図るための具体的な指導計画を策定するものとする。

２ 所属長は、指導計画の策定に当たっては、要指導職員に対し、定期的な面接の実施、

所属における教養の実施等、それぞれの事情に応じた指導計画の策定に努めるものと

する。

３ 所属長は、前項に定めるもののほか、要指導職員の所属内における配置換え、業務

割り振りの変更等の措置を検討するものとする。

４ 要指導職員の所属が警察署であり、同人の担当業務を主管する本部所属（以下「本

部主管課」という。）による指導・教養が必要であると認められる場合には、所属長

は本部主管課長と協議の上、第１項の指導計画に本部主管課による指導・教養を含め

ることができるものとする。

５ 指導期間は、原則として１年を単位とする。

（指導計画の送付）

第７条 所属長は、前条第１項で策定した指導計画を警務部長に送付するものとする。

２ 警務部長は、必要がある場合には、所属長に対し、指導計画の内容の変更を指示す

ることができるものとする。

（本人に対する通知）

第８条 所属長は、第５条第２項による通知を受けた場合は、要指導職員決定・解除通

知書の写しを当該職員に手交し、その事実を通知するものとする。

（人事管理担当者の指定等）

第９条 所属長は、要指導職員ごとに、人事管理担当者を指定するものとし、また、必

要に応じて人事管理補助者を指定することができるものとする。

２ 人事管理担当者及び人事管理補助者は、要指導職員より上位の階級（同相当職を含

む。以下同じ。）にある職員のうちから、それぞれ指定するものとする。

３ 人事管理担当者は、所属長の指揮を受け、要指導職員の業務遂行能力、実績等の把

握に努めるとともに、指導計画に基づく指導・教養を行うものとする。

４ 人事管理補助者は、要指導職員の実態把握、指導・教養等に関し、人事管理担当者

を補助するものとする。

（所属における指導・教養及び個別面接の実施）

第10条 所属長は、指導計画に従い、要指導職員に対する具体的な指導・教養を継続的



に行うとともに、毎月１回以上、要指導職員に対して個別面接を実施し、指導・教養

の結果を確認するものとする。

２ 前項の指導・教養及び個別面接は、所属長を始めとする所属の幹部及び人事管理担

当者が中心となって実施するものとする。

３ 第１項の指導・教養及び個別面接を実施した者は、その状況を指導・面接記録表（

別記様式第４号）に具体的に記録しておかなければならない。

４ 指導・面接記録表は、人事管理担当者が保管し、毎月所属長に報告するものとする。

５ 人事管理担当者は、要指導職員に、指示及び命令の不履行、不適切な職務執行その

他の指導を要する事案（以下「要指導事案」という。）があった場合には、その詳細

な状況を明らかにするため、要指導事案報告書（別記様式第５号）を作成し、直ちに

所属長に報告しなければならない。

（本部主管課による指導・教養の実施）

第11条 指導計画に本部主管課による指導・教養が含まれている場合には、本部主管課

長は、要指導職員より上位の階級にある職員のうちから指導担当者（以下「本部指導

担当者」という。）を指定するものとする。

２ 前条第３項から第５項までの規定は、本部指導担当者による指導・教養について準

用する。この場合において、前条第４項及び第５項中「所属長」とあるのは「本部主

管課長」と、「人事管理担当者」とあるのは「本部指導担当者」と読み替えるものと

する。

３ 本部主管課長は、前項の規定により指導・面接記録表又は要指導事案報告書による

報告を受けた場合は、その写しを直ちに所属長に送付しなければならない。

４ 本部指導担当者は、指導・教養に当たり、人事管理担当者と緊密な連携を図るもの

とする。

５ 本部主管課長は、年間を通じた本部主管課による指導・教養が終了した段階で指導

・教養結果検証報告書（別記様式第６号）を作成の上、それまでに作成収集した他の

資料とともに所属長に送付するものとする。

（所属長の措置）

第12条 所属長は、第10条に基づく報告を受けた場合、又は前条の規定に基づき本部主

管課長により指導・面接記録表若しくは要指導事案報告書の写し若しくは指導・教養

結果検証報告書の送付を受けた場合においては、以後の具体的な指導方針を検討し、

人事管理担当者に必要な指示を行うものとする。

２ 所属長は、前項の検討に基づき第６条で策定した指導計画を変更する場合において

は、要指導職員指導計画書により警務部長に送付するものとする。



３ 第７条第２項の規定は、前項により変更した指導計画について準用する。

４ 所属長は、４月、７月及び10月の各月末までに、指導・面接記録表の写しを警務部

長に送付するものとする。

５ 所属長は、要指導職員に要指導事案があった場合には、その都度、速やかに要指導

事案報告書の写しを警務部長に送付しなければならない。

（指導・教養結果の検証及び解除の申請）

第13条 所属長は、原則として、１月15日までに、年間を通じた指導・教養結果を検証

し、指導・教養結果検証報告書を作成の上、それまでに作成・収集した他の資料の写

しとともに警務部長に送付するものとする。

２ 前項の検証の結果、職員が第２条の要指導職員に該当しないと認められる場合には、

所属長は要指導職員決定・解除申請書により、警務部長に対し決定の解除を申請する

ものとする。

（決定の解除）

第14条 警務部長は、前条の申請があった場合において、指導・教養結果検証報告書そ

の他の資料により相当であると認めたときは、要指導職員の決定を解除するものとす

る。

２ 警務部長は、要指導職員の決定を解除したときは、その旨を要指導職員決定・解除

通知書により所属長に通知するものとする。

３ 第８条の規定は、前項の通知を受けた場合について準用する。

（必要な措置の検討）

第15条 所属長は、決定が解除された職員以外の要指導職員につき、配置換え、指導の

継続、分限処分等の措置を検討し、必要に応じ警務部長と協議するものとする。

２ 第６条、第７条及び第９条から第14条までの規定は、前項の規定に基づき要指導職

員に対する指導・教養を継続する場合について準用する。

附 則

（施行期日）

１ この訓令は、平成16年１月１日から施行する。

（奈良県警察職員勤務評定規程の一部改正）

２ 奈良県警察職員勤務評定規程（昭和34年７月奈良県警察本部訓令第12号）の一部を

次のように改正する。

〔次のよう略〕

附 則 （平成31年４月26日本部訓令第13号）

（施行期日）



１ この訓令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法（平成29年法律第63号）の施行

の日（平成31年４月30日）の翌日から施行する。

（経過措置）

２ この訓令による改正前の訓令により作成された様式の用紙で、現に残存するものに

ついては、必要な改定を加えた上、当分の間、なお使用することができる。

附 則 （令和２年３月10日本部訓令第４号）抄

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。
















